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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 状 態 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、 前 記 制 御 手 段 を 収 容 す る 被 包 手 段 と を 備 え た 遊 技 機 に
お い て 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、
　 電 気 的 な 動 作 を 行 う 電 気 部 品 と 、
　 所 定 の 回 路 パ タ ー ン が 形 成 さ れ た 制 御 基 板 と 、
　 前 記 電 気 部 品 が 着 脱 自 在 で 、 装 着 さ れ た 前 記 電 気 部 品 と 前 記 制 御 基 板 の 回 路 パ タ ー ン と
電 気 的 に 接 続 す る 、 前 記 制 御 基 板 上 に 固 着 さ れ た 接 続 部 品 と を 備 え 、
　 前 記 被 包 手 段 と 前 記 電 気 部 品 と の 間 に は 、 前 記 電 気 部 品 を 前 記 接 続 部 品 の 方 向 へ 押 圧 す
る 押 圧 手 段 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

　 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 押 圧 手 段 は 、 弾 性 体 で あ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 被 包 手 段 は 、 前 記 電 気 部 品 を 押 圧 す る 位 置 に 前 記 押 圧 手 段 を 収 容 す る 収 容 手 段 を 備
え て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 押 圧 手 段 は 、 電 気 部 品 本 体 の 全 表 面 に 接 触 し 、 押 圧 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ４ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 さ ら に 、 前 記 被 包 手 段 と 前 記 電 気 部 品 と の 間 に は 、 前 記 接 続 部 品 に 装 着 さ れ た 前 記 電 気
部 品 を 平 面 視 し た 状 態 で 当 該 電 気 部 品 の 少 な く と も 一 部 に 重 な り 、 か つ 、 当 該 電 気 部 品 の
周 り の 所 定 部 分 を 取 り 囲 む 囲 い 手 段 を 備 え 、
　 前 記 押 圧 手 段 は 、 前 記 囲 い 手 段 を 介 し て 前 記 電 気 部 品 を 前 記 接 続 部 品 の 方 向 へ 押 圧 す る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
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　 前 記 囲 い 手 段 は 、 電 気 部 品 の 全 周 を 包 囲 す る 部 材 で あ り 、 か つ 、 前 記 電 気 部 品 か ら の 熱
を 逃 が す 放 熱 孔 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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